
参照 :高次脳機能障害支援体制加算及び高次脳機能障害者支援体制加算について

令和 6年度陣審福祉サ五ビス等報酬改定において、高次脳機能障害を有する者への支援については、
次の壌目を新たに評価。

① 相談支援事業所          、
高次触機能障害の支援者饗成に関する研修を修了した常動の相談支援専門員を蔭己置してい

る旨を公表している場合を評価。

〔新設】

⑬現に、高次脳機能障害を有する利用者に対して指定計画本霞談支援を行つている場合

高次脳機能障害支援体制加算 (I) 60単位
◇ 該当する利用者がいない場合

高次脳機能障害支援体制加算 (■ ) 30連位

② 通所サービス (自立訓1練 (機能訓1練)等)及びブループ本一ム
高次脳機能障害を有する利用者が一定数以上であうて、専開性を有する職員が配置されて

いる場合を評価。

【新設】

篇次脳機能障害者支援体制加算  41単位/日
高次脳機能障害を有する利用者が金利用者の100分の30以上であつて、高次脳機能障

害の支援者養成に関する研修を修了した従業員を事業所に50:1以上配置している場合

留意事項通知(計画相談支援費の算定ついてよリー部抜粋)

17 高次脳機能障害支援体制加算の駁扱いについて

(1)趣 驚
当該加算の対象となる事業所は、用の器質的痛変の原因となる事故による受傷や疾病の発

症の事実が確認され、かつ、日常生活叉は社会生活に制約があり、その主たる原因が記憶障

害、瀧意鱒審、遂行機能障害、社会的行動障害等の認矢爾障審である障害者等 (以下 「高次月滋

機能障害者Jと いう4)に対して適切な計画相談支援を実施するために、高次脳機能障害支
援者養成に関する研修を修了した常勤の相談支援尊F尋員を1名以上配置し、高次脳機能障害

者へ適切に対応できる体制が整備されていることが必要となる。       .
地域生活支援事業として行われる高次月暫機能障害支援者養成に関する研修とは、「高次脳

機能障害支援養戚研修の実施についてどに基づき都道府県が実施する研修をいい、「これに

準ずるも〔″)と して都道府県知事が認める研修ョイこついては、当該研修と関等の内容のもので

あること。
なお、高次脳機能簿審着から利用申込みがあ″,た場合に、利用者の障害特′離に対応できな

いこ>升伊串由にサービスの繰僕分拒す|こ と めナに`い 章ゝの 力す ると

'″

に留鷲す るこ >^

切 算定に当たっての留憲事項
③ 共通事チ買
第四の、149棚のOと 同禅音であり、適富「高次舶機能障害者」と読み替えること9
(第匹lの 14の似)の③)
義該力割算は行動障害のある知的障害者や精神障害者に対して適切な計画相談支援を実

施するための体制を繁備することを評イ題するもてデ)であることから、強度行動障害を有する

寮1用者〈′Dみならず、当該指定特定相談支援事業所における盆ての利漏警に対して指定サー

ビス利用支援叉は指定継続サ柔ビス利用支援を実施する場合に
'J需

算することができるもの

である。                        、

陣審福祉サービスにおける高次鵬機鍵庫審を有する書への支援の売褒
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② 高次脳機能障害支援体制加算 (I)
当該区分は、研修を修了した相談交緩導F目員を1名以上馳置し、その旨を公表している
場合であって、かつ、的に規定する障害者に紺して鶴ほ規定する支援を行つている場合に
算建するく,のである。  ヽ               v
僻 姑象となる,章害者
当該豚分は、支援対象者に高次脳機能罐等者がいる場合に、金ての奉li用者に対して加
算できることとしている。なお、利用者が高次脳機能障害者に該当するかについて、一
定期間毎に確認すること。また、当該確認にあたっては、以下のいずれかの藝類におい
て高次脳機能障害の診断の認畿があることを確認する方法によること。
ア 障害福祉サービス等の支給決定における医師の驚見馨
イ 精奉申障害者保健福祉手硬の申請における懸師の診断審
夕 その他医師の診断書等 (原員liと して盛治晨が記載したものであること。|)

倒 1対象着への支援
基該区分は、研修を修了した相談支援専閣最によりゝ 禽次脳機能障害者に対して現に
指定計画相談支援を行っていることを要件としているが、「ヂ見に指定計画相談支援を
行っている」とは、前6月 に、高次脳機能簿害者に対して指定計画相談支援を行つてい
ることとするA そr')た め、高次鵬機能障害者に対する指定計画相談支援の実施状況につ′
いて管理しておくこと。
なお、研修を修了した欄談支援専門錢が同一敷地内に所在する指定障害児相談支援事
業所fオ)職務を兼務する場合であって、紺象萬次脳機能障害者 (18歳未満の警 tこ限る。)
の保護著
‐に対して指疋

滲
障害児相談支援を行っている予瘍̂合も当該区分に該当するものである。

③ 高次脳機能障害支援体制加鎌 (■ )
当該区分は、研修を修了した本置談支援幕閣員をと名以上酉と霞し、そfノリ旨を公表している
場合に算定するものであるぉ

儒)挙統          、

当該力習算を第建する場合は、研修を修了した1自談支援暮開員を曲
~己

麓している旨を市町村へ届け出
るとともに、体細が整備されている管を事業所に揚示するとともに公表する必要があることrぅ

留意事項通知(計画相談支援費の算定ついてよリー部抜粋)

⑥ 生活弁護サービ奉費

⑦ 高次鵬機能障害者支援体制加算の取扱いについて
報酬告示第 6の 4の 2の高次脳機能障害者支援体制加算については(以下のとおり取り扱うこと
とする。
働 算定に当たっての留意事項
ブ 研修の要件
地域生活支援事業として行われる高次触機競障害支援董養成に関する研修とは、 こ嵐次脳機~縫
障害支援養成研修の実施について:|(令和 6年 2月 19日 付け障障発0219第 1号・ I鷺精発0219
第 1持騨生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課美及び絡禅・障害保健誤美通知)に
基づき都道府県が実施する研修をいい、「これに攀ずるものとして都遭府県知事が認める務
修どについては、当該石,子修と同等ゲジ内容のものでおることも

イ 高次脳機能障害者の確認方法について
加算♂D算定対象となる高次脳機能障害者については、以下のいずれかの書類において馬次脳
機能障答の診断の記載があることを確認する方法によること。
(ア)障 害福祉サービス等の支給決定における医師の意見書
(イ)精 4申障害者保健福祉手帳て′)申請における医師の診断書
(夕)そ て″)触医師の診断書等 (原員1と して主治医が記載したものであること。)

ウ 漏攘彗等       :
当該加算を算定する場合は、研修を修了し従業者を固融置している旨を都道府県へ届け出る必
要があること。
また、研修を修Tした畜の確認とこついては、原則として修T証善により確認することをする
が、その他の書類等により確認できる場合は義該善類等をもつて認めて差し文えない。
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